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報

告

第

三

号

 

  
 

 

専

決

処

分

し

た

事

件

の

報

告

及

び

承

認

に

つ

い

て

 

  

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

別

紙

の

と

お

り

専

決

処

分

し

た

の

で

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

し

、

承

認

を

求

め

る

。

 

  
 

令

和

七

年

五

月

二

十

六

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

し

ま

す

。

 

   
 

令

和

七

年

四

月

一

日

 

  

 
 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛

 

 

 
 

 

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

三

号
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江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

四

十

年

一

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

イ

中

「

ニ

」

を

「

ハ

及

び

ホ

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

」

を

「

（

ハ

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

」

に

改

め

、

同

号

ニ

を

同

号

ホ

と

し

、

同

号

ハ

中

「

又

は

」

を

「

（

ハ

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

」

に

改

め

、

同

号

ハ

を

同

号

ニ

と

し

、

同

号

ロ

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

ハ

 

二

輪

の

も

の

で

、

総

排

気

量

が

〇

・

一

二

五

リ

ツ

ト

ル

以

下

か

つ

最

高

出

力

が

四

・

〇

キ

ロ

ワ

ツ

ト

以

下

の

も

の

 

年

額

 

二

千

円

 

第

四

十

六

条

第

二

項

第

二

号

中

「

第

二

条

第

十

五

項

」

を

「

第

二

条

第

十

六

項

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

定

格

出

力

」

の

下

に

「

（

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

ハ

に

掲

げ

る

原

動

機

付

自

転

車

に

あ

つ

て

は

、

原

動

機

の

総

排

気

量

及

び

最

高

出

力

）

」

を

加

え

る

。

 

第

四

十

六

条

の

二

第

二

項

中

「

身

体

障

害

者

又

は

」

を

「

身

体

障

害

者

若

し

く

は

」

に

、

「

を

提

示

」

を

「

又

は

こ

れ

ら

の

者

の

特

定

免

許

情

報

（

同

法

第

九

十

五

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

免

許

情

報

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

記

録

さ

れ

た

免

許

情

報

記

録

個

人

番

号

カ

ー

ド

（

同

法

第

九

十

五

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

免

許

情

報

記

録

個

人

番

号

カ

ー

ド

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

示

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

の

番

号

、

交

付

年

月

日

及

び

」

を

「

又

は

道

路

交

通

法

第

九

十

五

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

免

許

情

報

記

録

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

免

許

情

報

記

録

」

と

い

う

。

）

の

番

号

、

運

転

免

許

の

年
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月

日

、

運

転

免

許

証

又

は

免

許

情

報

記

録

の

」

に

改

め

、

同

条

中

第

三

項

を

第

四

項

と

し

、

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 
３

 
前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

免

許

情

報

記

録

個

人

番

号

カ

ー

ド

を

提

示

し

た

と

き

は

、

当

該

免

許

情

報

記

録

個

人

番

号

カ

ー

ド

に

記

録

さ

れ

た

特

定

免

許

情

報

を

確

認

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

  
 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

第

二

条

 

改

正

後

の

第

三

十

九

条

第

一

項

（

第

一

号

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

令

和

七

年

度

以

後

の

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

六

年

度

分

ま

で

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

 

 


